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ロシアにおける地域発展政策の有効性 ―経済特区制度を中心に―

1．はじめに

ロシア連邦政府は、クリミア併合に対
する経済制裁に伴い、ロシアの「東方シ
フト」戦略を強化し、2015年から「先行
発展区域（TOR）」および「ウラジオストク
自由港（SPV）」という新たな極東地域
開発政策ツールを導入した。その一方、
プーチン大統領は、長年にわたって主要
な地域開発政策ツールの一つとして活
用されてきた「特別経済区（OEZ）」の新
規創設を2016年6月に停止することを発
表した（Окунь & Скоробогатько, 2016; 

Коммерсантъ, 2016）。さらに、ロシア連邦
政府は極東に立地するものを含め、既存
の8カ所の経済特区を期限前に廃止する
ことを決定した1。他方、同年12月にメドベー
ジェフ首相は「領域的発展区域（ZTR）」
として20カ所の地域に追加で設立許可を
与え（Коростелёв, 2016）、2018年に１カ
所、翌年にはさらに4カ所で新しい経済特

区の設立を承認した。
「ロシア投資フォーラム2019」において、

ロシア連邦政府の関係者が話したところ
では、現在、ロシアには500以上の地域開
発政策ツールが用意されており、外国投
資家が享受できる優遇措置が多く存在す
るという（Рослякова, 2019）。そのような制
度として最も歴史の長い経済特区制度を
含め、工業団地、テクノパーク、産業クラス
ター、領域的発展区域などが存在する。

このような状況は、その反面において、
国内外の研究者をはじめ、行政府や政策
立案者自身も、どのような地域開発政策
ツールが存在し、そしてそれらの政策ツー
ルがどのように異なるのか、特定地域に対
してどのような効果を持っているのか、を理
解することを困難にし、混乱を招く状況を
生み出している（堀内、2003 ； Шамуков, 
2017）。このことは、ロシアで活動する企業
にとっても同様である。さらに、これらの政
策ツールを分析している先行研究では、ロ

シアに進出する外国企業にとっても、この
ような投資誘致型の地域開発政策ツール
の豊富さは必ずしも大きなメリットをもたらす
ものになっておらず、行政手続きの煩雑さ
や事業環境などに関する多岐にわたる未
解決の問題を生み出している、ということ
が強調されている（服部、2013 ； 菅沼・徳
永、2018 ； 新井・志田、2019、など）。

このような混乱を招いた背景には、制
度設計上の諸問題の他に、ロシア連邦の
空間的発展戦略や長期的地域開発政策
の計画が、移行期の30年間に存在しな
かったことが最も大きな原因としてあると考
えられる。2019年2月、長年待たれてい
た「2025年までのロシア連邦空間的発展
戦略」がようやく制定され、その実施計画も
同年12月に承認された。
「2025年までのロシア連邦空間的発展

戦略」の内容はどのようであるか。ロシア
極東地域で新たに導入された「先行発展
区域」や「ウラジオストク自由港」という政
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要　旨
　本稿の目的は、経済特区の設計、活用、評価方法などの問題に注目しながら、ロシアの地域発展政策の有効性を検討するこ
とにある。「特別経済区（OEZ）」制度の展開や実績の分析や、その他の政策ツールとの比較を通して、各地域開発政策ツール
の役割や制度上の相違点について検討した。分析は、ロシアには多くの地域開発政策ツールが併存するものの、地域の経済社
会発展における位置づけが必ずしも明白ではないことを確認した。OEZ は、極東の新型特区制度とは対照的に、制度設計上の
問題も多く、外資誘致型の政策ツールとしての有効性が小さいことも、明らかになった。さらに、プーチン政権は、前政権の時代と
同様に、問題の解決策として、制度を改善するよりも、特区の新設と廃止を繰り返しているため、制度活用や地域経済への影響
に関する評価方法にも多くの問題が残っていることを本稿の分析は示している。加えて、ロシアには、長期的な空間的発展戦略が
存在しなかったことも問題である。ロシアの特区制度は、市場的な制度体制（中央・地方の監督責任、経済主体のインセンティブ、
中央・地方間の予算関係など）の不備に起因する問題を抱えており、これらの解決なしには、新しい開発政策ツールを地域レベル
で展開する場合に、同様の問題が発生する可能性がある。
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1 スタヴロポリ地方、ハバロフスク地方、沿海地方、クラスノダール地方、ムルマンスク州、アルタイ共和国、アディゲ共和国、北オセチア・アラニア共和国の特区（ロシア政
府のプレスリリース、2016年）。



8ERINA REPORT PLUS

策ツールは、従来の地域開発政策ツールと
どう違うのか。既存の経済特区制度で対
応することが不可能であったのか。何故全
国的に経済特区の設立と廃止が繰り返さ
れてきたのか。これまでのロシアの地域発
展政策をどのように評価できるのか。このよ
うな問題に関する議論が続いている。

本稿では、ロシアにおいて活用される主
な地域開発政策ツールについて調べ、そ
れぞれの制度上の相違点および現状を整
理・比較分析した上で、同国の経済特区
制度および地域発展政策の有効性につ
いて検討することを目的とする。

本稿の構成は以下の通りである。第2
節では、ロシアにおける経済特区制度発
展の経緯、経済特区の種類別の特徴と
実績について検討する。第3節では、その
他の地域開発政策ツールの現状を把握す
る。続く第4節では、政策ツールの比較を
交え、地域開発政策の有効性について考
察する。第5節では、ロシア地域発展政策
の現状と空間的発展戦略の問題点につ
いて調べる。最後に結論を述べる。

２．�ロシアにおける経済特区制度
の誕生と発展

２.１　エリツィン政権下の特区制度：
　　1990～1999年

（1）経済特区の誕生
ロシアの地域開発政策ツールの中で経

済特区制度は最も長い歴史を持っている
が、その制度設計および地域経済発展へ
の有効性に関する評価は現在も定まって
いない。ソ連末期の1990年代初頭に、ロ
シア共和国政府は、外国投資および海外
の先端技術・ノウハウの誘致、輸出の促進
を目指して次の3つの法令を制定し、それ
らが経済特区制度を規定する最初の法
的基盤になった。

具体的には、①1990年7月14日付第
106-1号ロシア社会主義連邦共和国最高
会議決定｢自由事業区の設立について｣、
②1990年9月13日付第165-1号ロシア社
会主義連邦共和国最高会議決定｢自由

2010）。
連邦政府は特区の制度上の問題を解

決する十分な努力を怠っていたため、入
居企業の経済活動は、①連邦財政収入
の減少、②汚職水準の上昇、③闇経済
や不法行為の蔓延をもたらした（シュヴィ
トコ、2010 ； Кузнецова, 2009 ； 服 部、
2011、など）。法的枠組みが未整備の状
況において、地域経済社会に特に大きな
負の影響をもたらしたのは、生産活動を行
わず、税逃れが享受できるオフショア地域
として経済特区を認識する悪質な企業家
による公的資金や原材料の「トンネリング
活動」であった（Жериборов, 2019）。

２.２　プーチン政権下の特区制度：
　　 2000年以降

プーチン政権の発足に伴い、既存の経
済特区がすべて廃止されることになった。
その例外として存続したのは、カリーニング
ラード州特区とマガダン州特区である。

2001年末にグレフ経済開発貿易大臣
（当時）は、中国の経済特区における外
資誘致の効果を根拠に、経済特区制度
の発展に関する新コンセプトを政府に提案
したが、クドリン副首相兼財務相（当時）
やカシヤノフ首相（当時）は、2000年まで
に経済特区の活用が国家予算に与えた
損失が1000億ルーブルにも上ると強調した

（Фролов, 2002）。このような批判にもか
かわらず、プーチン大統領は、ロシアにおけ
る産業構造の多角化・高度化やその他の
地域経済社会の問題解決の必要性を理
由として、集中的な投資による製造業・ハイ
テク産業および地域経済の開発政策ツー
ルとして経済特区の設立を許可した。

そして、2005年7月22日付第116号ロシ
ア連邦法「ロシア連邦における特別経済
区について」（以下、2005年特区法と略
記する）が制定され、連邦主導の「特別
経済区（OEZ）」制度の法的枠組みが形
成された。この2005年特区法により、製造
業・ハイテク産業の発展を目的とする「工
業生産特区」と新製品開発・輸入代替生
産の発展を目的とする「技術導入特区」

事業区の設立ついて｣、③1991年7月4日
付第1545-1号連邦法「ロシア社会主義
連邦共和国における外国投資について」
の第41条と第42条である。

上記の③の法律に基づき、「自由事業
区」2、「経済特区」3の入居企業に対し
て、登記手続きの簡素化、税制上の優遇
措置（税負担の50%）、土地利用やその
他の資源利用に関する料金の削減、関税
率の軽減、財政資金によるインフラ開発、
入国手続きの簡素化、工業用地の長期的
な賃貸権（最長70年）などが付与された。
また、1990年10月24日付最高会議決定
「沿海地方ナホトカにおける経済特区開
発について」により、ロシア初の「ナホトカ経
済特区」が設立され、当時の成功例として
有名になった（ヴィホレーワ、1999）。

（2）特区制度の問題
1990年から1991年にかけて1800万人

が居住する11地域（ロシア国土の30% に
当たる地域）で経済特区が設立された
が、制度の不備により問題が多発した。そ
して、社会主義計画経済から資本主義
市場経済への移行改革開始に伴い財政
赤字が膨らむ中、財政資金によるインフラ
投資を目指す地方政府間の予算獲得争
いが激化した。公的資金の使用や特区の
管理運営に関する効果的監視メカニズム
が存在しなかったため、税収を連邦予算
に納入せず連邦構成主体内に留める傾
向が強まった。

その結果、1993年までに連邦政府はナ
ホトカ特区以外の経済特区を全て廃止し
た。しかし、その後も1999年末にかけて
個別的な法令によって24カ所の特区が設
置された。1996年1月22日付第13号ロシ
ア連邦法により承認されたカリーニングラー
ド州特区（2006年1月10日付第16号ロシ
ア連邦法）や1999年5月31日付第104号
ロシア連邦法により承認されたマガダン州
特区がその例である。なお、経済特区活
用の詳細を規定する統一的な法律が存
在しなかったため、特区の設置目的や運
用の細則、優遇措置の内容は地域ごとに
異なっていた（Жериборов, 2019 ; 菅沼、

2 ロシア語訳は、「свободная предпринимательская зона（自由事業区）」、「зоны совместного предпринимательства（共同事業区）」である。
3 経済特区を示すロシア語として「особая экономическая зона（特別経済区）」、「свободная экономическая зона（自由経済区）」、「специальная экономическая зона

（専門経済区）」が使用されていたが、2000年代に入って「особая экономическая зона（特別経済区）」の利用が定着した。本稿では特区制度一般にかかわる用語と
しては「経済特区」を用いている。
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の2種類の特区が導入された。また、その
後の法改正をうけて4、海港・国際河川港・
国際空港などを整備して観光資源の活用
を目的とする「観光・レクリエーション特区」
と、海港・空港の近代化を図るための「港
湾特区」が追加導入された。

現在、ロシアに存在するOEZは、2つの
タイプに大別できる。その一つは、2005年
特区法に基づき設立された特区である。も
う一つのタイプは、個別の法律に基づき作
られた特区である。そのような特区として、
カリーニングラード州特区（2045年12月31
日まで存続）、マガダン州特区（2025年12
月31日まで存続）と、2014年11月29日付第
377号連邦法により承認されたクリミア共和
国およびセヴァストポリ市の特区（2039年
12月31日まで存続）が挙げられる。

２.３ 　「経済特区（OEZ）」の種類別
特徴と実績

（1）OEZ の種類
2005年特区法に基づき設立された４種

類の特区制度の概要と実績が表1と表2
にまとめられている。2019年末時点でロシ
アには31カ所の特別経済区（OEZ）が指
定されており、その内訳は、工業生産特
区（13カ所）、技術導入特区（6カ所）、観
光・レクリエーション特区（11カ所）、港湾特
区（1カ所）となっている。規定には特別経
済区（OEZ）の全種類に共通する条件と、
種類ごとに定められているものがある。

4種類の特区に共通する条件として、次
の点が挙げられる。入居企業は、①合意

（契約）で規定されている範囲内におい
て活動し、②特区域外に支店・代表事務

所をもつことはできない。また、③契約期間
中に生じた税法上の不利な変更は、既存
の入居企業に適用されない。さらに、④整
備された各種インフラ（土地・建物・物流・
電気・ガス等）の安価な利用、⑤行政手続
きのワンストップサービスの利用を享受し、
⑥経済特区の管理を担当する公開型株
式会社「経済特区」からのサポートを受け
ることができる5。以上のことに加えて、⑦
保税区域制度の適用も可能である（外国
から機械設備や原材料を輸入する場合、
輸入関税・付加価値税が免除され、特区
外の企業から購入される商品についても、
付加価値税が免除される。また、完成品
をユーラシア経済連合圏外に輸出する場
合、関税が免除される）。

一方で、設立目的、経営形態、最低

4 2006年6月3日付、2006年12月18日付、2007年10月30日付、2008年7月23日付、2009年12月25日付の改正。
5 2009年10月5日まで経済発展貿易省所管の連邦経済特区管理庁が経済特区の管理機関であったが、監督機関の効率化を図る中で廃止され、その機能が経済発展
省の管轄に組み入れられた。

表1　経済特区（OEZ）の種類

工業生産特区 技術導入特区 観光・レクリエーション特区 港湾特区

設立目的 製造業・ハイテク産業の
発展

新製品開発・
輸入代替生産の発展 観光資源の活用 海港・空港の近代化

経営形態 法人のみ 法人または個人事業者 法人または個人事業者 法人のみ

面積 40㎢ 4㎢ 無し 50㎢

最低投資額

1.2億ルーブル（うち、4000
万ルーブルを最初の3年
間に固定資産に投資する
必要がある）

無し 無し

インフラ建設の場合 ： 4億ルーブル（うち、
4000万ルーブルを最初の3年間に固定資
産に投資する必要がある）
再建工事（ブラウンフィールド）の場合 ： 1.2
億ルーブル（うち、4000万ルーブルを最初の
3年間に固定資産に投資する必要がある）

住宅の設置 不可 不可 可 不可

天然資源の採掘 不可 不可 不可
（保養目的の天然水を除く） 不可

優遇措置

企業利潤税
　地方税（通常17%）
　連邦税（通常3%）

0～13.5%
2%

0～13.5%
0%

0～13.5%
2%

免税、10年間
2%

資産税（通常2.2%） 免税、10～12年間 免税、10年間 免税、10年間 免税、15年間

土地税（通常1.5%） 免税、10年間 免税、10年間 免税、5年間 免税、15年間

輸送税
（通常1～500ルーブル／馬力） 免税、12年間 免税、10年間 1～250 免税、15年間

実績

入居企業数 228社 412社 73社 22社

外資系企業 81社 44社 1社 5社

雇用者数 1万6390人 1万7677人 960人 444人

総投資額（ルーブル） 2400億6693万 1226億9752万 37億3409万 21億4764万

総売上高（ルーブル） 5143億7402万 1987億4579万 11億3268万 16億9747万

税金・関税の総額（ルーブル）  616億0265万  341億7643万 19億0882万  1億9742万

出所：関連する法令やレジデント台帳（2019年1月1日時点）に基づき筆者作成
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業が生み出した雇用数は3.4万人分に相
当する。税収入額は560億ルーブル、関税
収入は400億ルーブルを超えた（ビジネス・
ナビゲーター、2019）。

３．その他の地域開発政策ツール

ロシアでは「特別経済区（OEZ）」の他
にも多数の地域開発政策ツールが存在す
る。以下では、OEZ の次に重要視され
る政策ツール（「工業団地」、「テクノパー
ク」、「産業クラスター」、「領域的発展区

（ZTR）」、「 先行発展区域（TOR）」と
「ウラジオストク自由港（SPV）」）を取り上
げ、それぞれの制度の詳細と現状につい
て比較分析を試みる。

投資額などの条件は特区の種類によって
異なり、優遇措置の内容も若干異なってい
る。「工業生産特区」と「港湾特区」の入
居資格は法人のみであり、個人事業者に
はこの制度は適用されない。最低投資額
条件もこの2種類の特区にのみ設けられて
いる。「観光・レクリエーション特区」には、
面積上の制限がなく、特区内における住
宅（観光・保養施設）の設置と保養目的の
天然水の採掘が可能である。特区により
異なるが、投資額の15～20％に相当する
税制上の優遇措置を受けることができる。

（2）OEZ の実績
OEZ 制度の実績を見ていくと、OEZ

設置件数については「工業生産特区」と
「観光・レクリエーション特区」は多いも
のの、入居企業数は「技術導入特区」

が「工業生産特区」の2倍以上の412社
と最も多い（表1）。一方で、「工業生産
特区」の総投資額は2400億6693万ルー
ブルであり、「技術導入特区」の約2倍に
なっている。また、「工業生産特区」は、
入居企業による税・関税納入額や総売上
高でも圧倒的な割合を占めている。特区
制度の有効性については、次節でその他
の地域開発政策ツールと比較検討した上
で、第4節で詳細に考察する。

OEZ 制度の14年間の成果をまとめる
と、入居企業数は735社であり、うち外資
系企業は38カ国からの160社である6。リペ
ツク特区とアラブガ特区において外資企
業のプレゼンスが相対的に大きい。予定投
資額は145億ドルで、この内、55億ドルに
上る投資が実施されている。また、入居企

6 この数値には、カリーニングラード特区、マガダン特区、クリミア共和国およびセヴァストポリ市特区の入居企業数は含まれていない。

表2　OEZ の一覧および入居企業数の推移（2018年末時点）

出所：関連する法令やレジデント台帳（2019年1月1日時点）、新井・志田（2019）の一部に基づき筆者作成

特区の名所 特区の設立地域 政府決定 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

工業生産特区
1 アラブガ タタールスタン共和国 2005年12月21日付第784号 25 33 36 43 47 58 64 66
2 リペツク リペツク州 2005年12月21日付第782号 22 22 29 36 42 47 52 62
3 トリヤッチ サマラ州 2010年08月12日付第621号 3 7 13 16 16 18 20 22
4 チタン・バレー スヴェルドロフスク州 2010年12月16日付第1032号 1 3 4 7 8 10 14 16
5 モグリノ プスコフ州 2012年07月19日付第729号 0 0 1 2 3 6 9 12
6 カルーガ カルーガ州 2012年12月28日付第1450号 - - 0 1 1 9 14 16
7 ロトス アストラハン州 2014年11月18日付第1214号 - - - 0 1 4 8 11
8 ストゥピノ・クアドラット モスクワ州 2015年08月08日付第826号 - - - 0 0 4 8 12
9 ウズロヴァヤ トゥーラ州 2016年04月14日付第302号 - - - - - 4 8 11
10 センター ヴォロネジ州 2018年12月30日付第1774号 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
11 オリョール オリョール州 2019年09月24日付第1241号 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
12 カシラ モスクワ州 2019年11月07日付第1414号 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
13 グロズヌイ チェチェン共和国 2019年12月24日付第1809号 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
技術導入特区
1 テクノポリス・モスクワ モスクワ市 2005年12月21日付第779号 36 35 32 38 44 38 44 50
2 サンクトペテルブルク サンクトペテルブルク市 2005年12月21日付第780号 34 33 32 34 36 43 46 51
3 ドゥブナ モスクワ州 2005年12月21日付第781号 82 88 96 89 100 108 137 154
4 トムスク トムスク州 2005年12月21日付第783号 59 58 60 59 65 69 72 63
5 イノポリス タタールスタン共和国 2012年11月01日付第1131号 - 0 0 0 15 34 61 77
6 イストク モスクワ州 2015年12月31日付第1538号 - - - - 0 1 14 17

観光・レクリエーション特区
1 ターコイズ・カトゥーン アルタイ地方 2007年02月03日付第69号 17 17 17 13 16 18 20 24
2 バイカルスカヤ・ガヴァニ ブリヤート共和国 2007年02月03日付第68号 12 12 10 14 12 12 12 11
3 バイカル・ゲート イルクーツク州 2007年02月03日付第72号 2 2 2 4 5 6 6 7

4

①アルフィズ
②エルブルス
③マトラス
④アルムヒとツォリ
⑤ヴェドゥチ

北カフカス観光クラスター

①2010年10月14日付第833号
②2010年10月14日付第833号
③2010年10月14日付第833号
④2011年12月29日付第1195号
⑤2013年10月03日付第865号

0 0 1 7 17 24 27 29

5 ザヴィドヴォ トヴェリ州 2015年04月20日付第372号 0 0 0 0 0 0 0 3
6 マミソン 北オセチア・アラニヤ共和国 2019年09月25日第1248号 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

港湾特区
1 ウリヤノフスク ウリヤノフスク州 2009年12月30日付第1163号 3 5 6 6 5 11 19 22
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について」では、産業クラスターについても
言及されており、ロシア産業の空間的発展
のための新しい政策ツールとして位置づけ
られた。2015年7月31日付第779号政府
決定「産業クラスターおよび産業クラスター
の専門組織について」により、産業クラス
ターの活動条件や国家推進策の対象に
なるための基準が規定された。産業クラス
ター形成の条件として、10社以上が参加
し、少なくとも1社は完成品の生産者である
こと、生産性の高い雇用が50% 以上であ
ること、参加企業の製品の20% 以上はク
ラスター内の企業によって使用されることな
どが定められている。

また、2016年1月28日付第41号政府決
定「輸入代替品の製造にかかわる共同プ
ロジェクトの実施費用の一部還付（公的
助成金）に関する細則の承認について」
により、優遇措置（埋没費用の50% 以内、
5年間）が導入された。生産性の高い雇用
創出の増加率が15% 以上であることや完
成品割合の増加などが、助成金を受ける
条件となっている。

ロシア連邦クラスター・テクノパーク協会
によると、2018年現在、28の連邦構成主
体に計38カ所の産業クラスターが形成さ
れ、入居企業数は592社、従業員数は30
万5200人、総生産高1.3兆ルーブル、税
納入額は1550億ルーブルに上る（ロシア
連邦クラスター・テクノパーク協会、2018）。

３.４　「領域的発展区域（ZTR）」
後進地域の社会経済発展の加速化を

目指し、2011年12月3日付第392号連邦
法「ロシア連邦における領域的発展区域
および個別法令の改正について」によっ
て、新たな地域開発ツールとして「領域
的発展区域」（または「特例開発区域」、
ZTR）が導入された。

投資誘致に有利な条件を創出するため
に、税制・関税上の優遇措置、投資プロ
ジェクトへの「ロシア連邦投資基金」の資
金割当、財政資金でのインフラ整備、国
有地の賃貸、融資への国家保証などの
支援策が用意された。領域的発展区域

（ZTR）は、一自治体または複数の自治
体にまたがって設置することができ、その

３.１　工業団地
90年代に設立された工業団地（インダス

トリアル・パーク、産業区域ともいう）の多く
は、既存の製造インフラの活用を目的とし
て、活動停止中または稼働率が低下した
旧国有企業の工業用地内に配置された。
その後、2005年特区法に伴い、地方政
府が主導する形で、工業団地数が増加し
ていった。地方の開発公社の他に、民間
の工業団地デベロッパーや不動産・建設
系コンサル会社なども工業団地を整備でき
る。入居企業にとっては、工業用地の入
手の手続きやユーティリティの設営に関す
るコストを削減できることがメリットとなる。

2010年にロシア工業団地協会が設立
され、現在、48連邦構成主体の150工業
団地が構成員となっている7。2014年10月
30日付第1119号政府決定「工業団地と
工業団地の管理機関について」により、工
業団地の活動の詳細な規定が承認され、
2015年9月1日には工業団地設置の国家
基準が導入された。同決定により、工業
団地とテクノパークの設置への公的助成
金の対象となるための連邦構成主体の選
定基準も導入された（2016年12月16日改
正）。また、2014年12月31日付第488号連
邦法「ロシア連邦の産業政策について」
では、工業団地がロシアにおける産業部
門の空間的発展の主要形態の一つとして
位置づけられた。

ロシア工業団地協会の調べでは、2019
年1月1日現在、227カ所の工業団地が存
在し、うち150カ所は活動中、残り77カ所は
準備中である。所有形態別では、83カ所
は国有、残り144カ所は民間の工業団地
である。設立形態別では、ブラウンフィール
ドが83カ所（平均面積は64ha）、残り144
カ所はグリーンフィールド（同、322ha）によ
るものである。

入居企業数については、2013年の958
社から2018年の2882社へ増加した。ま
た、同期間において、従業員数も5万6773
人から14万8766人へ増加し、生産部門
への投資総額も累計で1兆2170億ルーブ
ルへと増大した。投資に関しては、国内
投資の割合が圧倒的に大きい。外国から
の投資は、投資額が大きい順にドイツ、米

国、日本、トルコとなっている。カルーガ州、
タタールスタン共和国、リペツク州の工業
団地は、外資誘致に最も成功し、外国投
資の6割弱を享受している。

３.２　テクノパーク
ロシア初のテクノパークは、1990年にト

ムスク市に設立された「トムスク科学技術
パーク」であった（Еремина, 2019）。90年
代初めに、テクノパークの設立が全国的な
ブームとなった。テクノパーク数は1990年
には2カ所、91年は8カ所、92年は24カ所、
93年は43カ所まで急増したが、2006年ま
で存続できたのは、4カ所のみであった。

2006年3月10日付第328号連邦政府指
令により「ロシア連邦におけるハイテク分野
のテクノパークの創設」プログラムが承認
され、主に ICT 分野の研究開発・技術導
入型の企業が入居するテクノパークの設
立が全国的に展開された。その後、2018
年7月8日付第488号連邦法改正によって

「工業型テクノパーク」が新たに導入され
た。

2011年にロシア連邦クラスター・テクノ
パーク協会が設立され、現時点で90カ所
のテクノパーク（2630社の入居企業）が
構成員となっている。また、テクノパーク
設置基準が2015年に導入され、全国の
テクノパークの評価ランキングが作成・公
開されている。モスクワ市のナノ技術セン
ター「テクノスパーク」、モルドヴィア共和
国のテクノパークとナノセンター「シグマ・ノ
ボシビルスク」が2018年度のランキングの
トップを飾った。同協会によると、2018年
現在、53の連邦構成主体に計157カ所
のテクノパークが設置され、その内65カ
所は工業型テクノパークである（Данилов 

et al., 2018）。テクノパークの平均規模は
10.4ha、入居企業の総売上高は2409億
ルーブル（内、輸入代替品の生産高は
320億ルーブル）、入居企業数は4833社

（内、9割以上は中小企業）、従業員総数
は8万1607人、総投資額は178億ルーブ
ルである。

３.３　産業クラスター
上述の連邦法「ロシア連邦の産業政策

7 国家基準を満たした工業団地のみが対象になっている（ロシア工業団地協会、2019）。
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設置期間は12年間と定められている。
2013年4月10日付第326号政府決定に

より、この制度を適用する権利のある地域
として最初の20地域が選定されたが、い
ずれも辺境・不況地域（極東・シベリア・北
コーカサス）であった。法律に従い、連邦
政府は3年毎に対象地域のリストを更新す
ることになっており、2019年12月23日付第
1770号政府決定により最新のリスト8が公
開された。しかし、制度導入から現在に至
るまで、この地域開発ツールは一度も活用
されていない。その理由の一つとして、領
域的発展区域（ZTR）の設置期間が12
年と短く、長期投資プロジェクトの実施に
とって魅力に欠ける点が考えられる。

３.５ 　「先行発展区域（TOR）」と「ウ
ラジオストク自由港（SPV）」

ロシア政府は、アジア太平洋地域市場
への統合を目指し、2012年5月にロシア連
邦極東開発省を設立し、極東地域におけ
る「投資誘致型」の開発政策を展開し始
めた。2013年9月30日付第267号連邦法
に基づき、2014年1月1日から東シベリアお
よび極東地域の計13地域で、商品の製

造を対象とする地域投資プロジェクトへの
税制優遇措置が定められた。

2014年12月29日付第473号連邦法「ロ
シア連邦における先行社会経済発展区
域について」により、2015年3月から「先行
発展区域（極東 TORまたは TOSER9）」
が導入され、2015年7月13日付第212号
連邦法「ウラジオストク自由港法」により、
同年10月からウラジオストク港をはじめ、極
東地域の計20の市・地区が自由貿易地域

「ウラジオストク自由港（SPV）」に指定さ
れた。翌年以降、個別の連邦法により極
東TORとSPV制度の適用地域が拡張さ
れ、2020年現在、計20カ所の TOR が設
置され、5連邦構成主体・26自治体に SPV
が設置された。極東開発公社が公開して
いるレジデント台帳によると、2020年2月現
在、極東 TOR の入居企業数は477社、
SPV は1834社となっている10。

なお、2015年6月22日付政府決定第
614号により「単一産業都市（モノゴーラ
ド）」に TOR 制度の適用が可能になっ
た。さらに、2015年7月13日付 第213号
連邦法により「閉鎖都市（ZATO）」にも
TOR の設立が可能になった。2019年6月

15日時点において、モノゴーラド TOR は
計86地域（うち、5カ所は ZATO 内）に設
置され、入居企業数は370社、1.4万人の
新規雇用が創出された。また、制度導入
開始からの4年間で、入居企業による投資
は242億ルーブルとなり、売上高が670億
ルーブルを上回った11。

４．地域開発政策ツールの有効性

４.１　政策ツールの横断比較
表3では、上記の政策ツールを横断的

に比較した。そこから以下の4点の特徴を
指摘できる。第1に、優遇措置は、特別
経済区（OEZ）、TOR および SPV におい
て最も充実している。第2に、制度の設置
地域数は、工業団地の277カ所が最も多
く、それにテクノパークと産業クラスターが
次ぐ。その理由として、工業団地およびテ
クノパークは、特区設置数が相対的に少
ない TOR や ZTRとは異なり、連邦構成
主体の行政区画に対してではなく、工業用
インフラが整備された大企業コンプレックス
の敷地の一部や研究機関・大学の構内に
設立されていることを指摘できる。

8 共和国：アルタイ、ブリヤート、ダゲスタン、イングーシ、カルムイク、カレリア、北オセチア、トゥバ、カバルダ・バルカル、カラチャイ・チェルケス、チェチェン。地方：ザバイカル、
カムチャツカ、沿海。州：アルハンゲリスク、イヴァノヴォ、クルガン、マガダンおよびプスコフ。
9 TOR および TOSER の原語は、территория опережающего развития、または территория опережающего социально-экономического развития である。
10 極東開発公社の HP（2020年2月20日にアクセス）。制度や実績に関する詳細な分析については、新井・斎藤（2016）、新井・志田（2018）、新井・志田（2019）を参照
されたい。
11 経済発展省のプレスリリース（2019年6月20日付）：（https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/razvitie_gorodov/monogoroda/）。

表3　ロシアにおける地域開発政策ツールの比較

出所：それぞれの政策ツールに関連する法令に基づき筆者作成
注：表中の〇および×は、各制度の存在の有無を示す。

監督機関
優 遇 措 置 保税区域

制度
財政資金による
インフラ整備

適用対象の
区域数 入居者数

企業利潤税 資産税 土地税 統一社会税

1 経済特区（OEZ） 経済発展省 〇 〇 〇 〇 〇 〇 28 735社

2 カリーニングラード州特区 経済発展省 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1 288社

3 マガダン州特区 経済発展省 〇 × × × 〇 〇 1 122社

4 クリミア共和国および
セヴァストポリ市特区 経済発展省 〇 〇 × × 〇 〇 2 1366社

459社

5 工業団地 産業貿易省 × × × × × × 277
（内、活動中は150） 2882社

6 テクノパーク デジタル発展・通信・
マスコミ省

一部
存在

一部
存在 × × × × 157

（内、工業型は65） 4833社

7 産業クラスター 産業貿易省 × × × × × × 38 592社

8 領域的発展区域（ZTR） 経済発展省 〇 〇 〇 × × 〇 0 0

9 先行発展区域（TOR） 極東開発省 〇 〇 〇 〇 〇 〇 20
（モノゴーラドは86）

477社
（モノゴーラドは370社）

10 ウラジオストク自由港（SPV） 極東開発省 〇 〇 〇 〇 〇 × 26 1834社
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第3に、入居者数は、テクノパークの
4833社が最も多い。この背景には、生
産活動に従事する工業団地や産業クラス
ターに比べて、テクノパークには研究開
発段階のスタートアップ企業がより多く入居
し、その新規開業率（廃業率）も高いこと
があると考えられる。スタートアップ企業は
商業化に成功した後で、生産拡大などを
目的として、工業団地や産業クラスターな
どに生産拠点を移すことになると考えられ
る。一方で、第4に、ZTR 制度は今まで
一度も利用されていない。これは、OEZ や
TOR に比べ、ZTR には統一社会税減
免や保税区域制度の適用可能性、財政
資金によるインフラ整備支援が優遇措置と
して規定されていないため、入居者にとっ
てのメリットが小さいことが関係していると
考えられる。また、3.4節で述べたように、
ZTR 制度に申請できる連邦構成主体が
20地域に制限されていることも要因の一つ
として考えられる。

このように、ロシアでは多くの地域開発
政策ツールが共存しているが、それらの地
域開発政策ツールとしての位置づけや有
効性は必ずしも明らかではない。

ここでは法令文書に基づき整理し、制
度間の関係を以下のように整理する。第1
に、TOR、OEZ および ZTR は、同一の
領域に設置できないが、工業団地、テク
ノパーク、産業クラスターの設置に関して
は、はっきりとした規定はない。すなわち、
工業団地、テクノパーク、産業クラスターを
TOR、OEZ、ZTR の域内に設置できる
可能性がある。実際、テクノパーク「シネル
ギヤ」（2013年1月、工業生産特区「アラ
ブガ」内部に創設）のような事例も多くみら
れる。表3に示した優遇措置を踏まえると、
OEZ や TOR に立地する工業団地、テク
ノパークと産業クラスターが、そうでない競
合相手に比べ大きな優位性を持つことに
なる。

第2に、ZTRとTOR は、特定の地域や
産業の発展に限定してではなく、対象とな
る連邦構成主体全体の経済社会発展に
寄与することを期待して設立される。この
観点から見ると、マガダン州特区、カリーニ
ングラード州特区、クリミア共和国・セヴァス
トポリ市特区、ZTR、TOR（特にモノゴー
ラドTOR）は、ロシアの地域間格差を是正

する政策ツールとして、すなわち後進地域
の発展のテコ入れ策として位置づけること
ができる。一方で、OEZ、工業団地、テク
ノパーク、産業クラスター、SPV は、地域
経済の成長拠点として推進されるべき領
域に位置づけられるであろう。

ちな み に、Чаркина ＆ Мирошников

（2017）も各地域開発政策ツールの位置
づけを試みているが、ほとんどの政策ツー
ルは両方の特性を持っていると主張してい
る。また、Емельянова（2017）は、テクノ
パークやイノベーションセンターのような制
度を技術導入特区の一種として分類すべ
きであると述べている。Куценко（2015）、
伏田（2016）は、産業集積効果を目指すと
いう点で、極東開発政策（TORとSPV）
は産業クラスター政策の性格を有している
と述べる。シュヴィトコ（2011）は、1950～
1980年代のソ連東部地域や北方地域開
発の「生産力の合理的配置」や「産業コ
ンプレクス」といった計画経済体制時代の
用語を「産業クラスター」に入れ替えたが、
両者の形成条件や実態が異なるため産
業クラスター政策の効果に疑問が残ると
指摘している。

このように、ロシアにおける各種政策ツー
ルの概念は先進国のそれと必ずしも一致
するものではなく、このような理解の相違
が、特区の制度設計上の問題をもたらし、
その効果に対する期待と現実とのギャップ
を生み出している。政策ツールの利用目的
とそれによって解決できる問題が特定化さ
れていないため、政策効果の分析も難しく
なっていることを強調したい。4.3節で述べ
る通り、これはまさにロシアにおける事実で
ある。

さて、その制度内容はほぼ変わらないに
もかかわらず（表3）、何故、15年以上の
歴史を持っているOEZ に比べ、制度の導
入から今年で5年目になるTORとSPV の
方において入居企業数が多いのか、につ
いて項を改めて分析したい。

４.２ 　OEZと新型極東特区（TOR、
SPV）の比較

TOR 設立から2019年までの4年間に
誘致した投資額（3754億ルーブル）は、
OEZ が14年間に誘致した投資額（3694
億ルーブル ）を上 回る（Алмакунова, 

2019）。入居企業数の点でも（表3）、OEZ
の1145社に対して、極東 TOR および
SPV は合計で2311社、約2倍の入居企
業がいる。この観点から見て、なぜ極東特
区の有効性がより高いのであろうか。

表4に、OEZと極東特区の制度を詳細
に比較した結果を示した。ここから以下7
点の特徴が明らかになる。

第1に、制度の設立目的が大きく異なる。
極東特区は、極東地域への外資誘致を
最重要の目的の一つとしているのに対し
て、OEZ は対外関係に言及していない。
極東特区は、輸出向けのハイテク製品の
製造やアジア太平洋地域との貿易促進を
目指すなど、国際志向が強く、国際的なバ
リューチェーンにロシア極東を組み込む狙
いが明らかである。

第2に、極東 TOR は地域社会経済の
迅速な発展と住民の生活水準向上を目指
す政策ツールとして位置づけられ、その活
用により地域全体への効果が期待される。
一方で、各種 OEZ の設立目的は対象産
業および経済活動の範囲に限られており、
それが地域経済社会にもたらす影響や波
及効果が制度設計上重視されていない。

第3に、特区の設置期間は、OEZ が20
年と短く、長期的な展望・計画を視野に入
れる最先端技術開発や大規模な投資案
件にとっては、極東特区の方が魅力的で
あろう。

第4に、業種面での最も大きな相違として、
TORでは天然資源の採掘や物品税対象
製品の製造が可能であるのに対し、OEZ
では禁じられている（観光・レクリエーション
特区の天然水は除く）ことが指摘できる。

第5に、最低投資額は TOR が50万
ルーブルと最も少ない一方で、工業生産
特区および港湾特区は1.2～4億ルーブル
の投資を入居要件とし、進出のハードルが
高い。

第6に、税制優遇は TOR において最も
大きい。通常30% である統一社会税は、
TORとSPVでは7.6％まで軽減され、OEZ
では IT 企業のみ14%（2023年まで）に軽
減される。

第7に、極東特区が外資誘致型の政策
ツールとして設計されているため、OEZと
は異なり、外国労働者の雇用に対する割
当はなく、ビザ・労働許可手続きも簡素化さ
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れている。
以上の比較から、極東 TOR・SPV は優

遇措置の内容が充実し、OEZ 制度と異な
る新たな投資優遇型制度になっていると
言えるだろう。このような制度設計上の相
違ゆえに、極東特区は設立開始後の4年
間という短期間で OEZよりも高い実績を
達成したと考えられる12。

４.３　OEZ 制度の評価
（１）OEZ 制度上の問題

前述の通り、地域開発政策ツールの位
置づけははっきりとしないが、OEZよりも極
東特区の方が外資誘致のツールとして効
果的であり、相対的に多くの入居実績につ
ながっている。ここでは、OEZ が実績に結
びつかない背景を検討していく。

OEZの実績は監督機関の経済発展省

と会計監査院によって評価される。経済
発展省によると、特区法制定後の14年間
におけるOEZ の投資見込み額は9000億
ルーブル超であったのに対し、実現された
投資額は3694億ルーブルに留まった。

会計検査院（2015～2019）は、特区
の効率性と政策合理性の評価を2011年
から行っている。2018年度報告書では、
効果が評価されたOEZは26カ所中4カ所
だけであった（アラブガ、リペツク、サマラ
州、サンクトペテルブルクの特区）。しかし、
OEZを管理する公開型株式会社「経済
特区」のゴロソフ副社長は、この制度が地
域開発ツールとして最も効果的であると強
調している（Власова, 2018）。

さらに、会計検査院は、2006年から10
年間の OEZ の事業成果を評価し、財政
資金の利用が非常に非効率的で、経済

的な効果はないという結論を出した。そこ
で指摘されたOEZの問題は以下の6点に
整理できる。

第1に、特区の設立申請時点で各地域
の計画書のレベルが低い。多くの場合、特
区の管理・運営計画、発展戦略、具体的
な目的と課題、その実現方法を規定する
文書はない。

第2に、担当機関の対応の不適切さや
責任・権限の区分が曖昧である13。例え
ば、地方自治体は、OEZ 設立に割当てら
れる財政資金の使用に責任を負わない。
その結果、建設計画の実施率も低い。イ
ンフラ整備の遅れにより、OEZ の魅力がそ
がれる状況が生じた。最初の7年間で管
理会社が実施したインフラ建設事業は目
標のわずか26％にとどまった。

第3に、財政資金の使用が効率的では

12 ただし、菅沼・志田（2019）によると、2018年末時点で、TOR 入居企業累計数351件の内、外資が関与する企業は38社であり、その多くが沿海地方とチュクチ自治
管区の TOR に集中し、外資の入居していない TORも存在する。
13 監督権限上の混乱。2009年に経済特区管理庁が廃止され、2014年に地域発展省が廃止された。現在の担当機関は、経済発展省、財務省、地域の国家委員会、

「経済特区」管理会社である。

表4　OEZ、TOR および SPV の比較

OEZ（特区の種類による） TOR SPV

設立の目的

製造業の発展、ハイテク産業の発展、
技術革新・商品化、新製品の開発
運輸・港湾インフラの発展、
観光・保養産業の発展（特区の種類による）

投資・輸出指向の製造業の誘致
地域社会経済の迅速な発展
住民の生活水準の質向上

極東地域における外資誘致
アジア太平洋地域との貿易促進

有効期間 49年 70年 70年

業種 特区内において、天然資源の採掘、乗用車と
バイク以外の物品税対象製品の製造 TOR設立時の政府決定内で規定

SPV設置法が禁止する業種以外（石油・天然
ガスの採掘、行政活動、物品税対象品の生産）
金融・保険・卸売・小売業は優遇措置の対象外

最低投資額 最大4億ルーブル 50万ルーブル 3年間で500万ルーブル

統一社会税
（通常は30%）

　年金基金
　社会保険
　強制医療保険

（IT企業の場合にのみ）
14%、2019～2023年

内、
8%
2%
4%

7.6%、10年間
内、
6.0％
1.5％
0.1％

7.6%、10年間
内、
6.0％
1.5％
0.1％

企業利潤税 0～15.5% 免税、0～5年
12%、6～10年 5%

土地税 免税、5～10年 免税、0～5年
2.2%以下、6～10年 免税、0～5年

資産税 免税、0～10年 免税、0～5年
2.2%以下、6～10年

免税、0～5年
0.5%以下、6～10年

財政資金によるインフラ整備 有り あり 無し

保税区域制度 適用可能 適用可能 適用可能

外国人労働者の雇用基準 割当有り 割当無し 割当無し

査証制度の簡易化 無し 有り 有り

検査期間の短縮化 無し あり（15日以内） あり（15日以内）

土地の提供 賃貸料金の4～50%割引 有り 入札無しの賃貸

出所：それぞれの関連法令に基づき筆者作成
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ロシアにおける地域発展政策の有効性 ―経済特区制度を中心に―

ない。2006年からの10年間で OEZ 整備
に1860億ルーブルの財政資金が投下さ
れたが、税収入額は400億ルーブルに過ぎ
なかった。

第4に、特区内のファシリティの稼働率
が低い。建設済みインフラの運用・維持に
支出されている資金は、インフラの運用収
入と土地区画提供収入を2.6倍上回る。

第5に、入居企業数が少なく、雇用創
出効果も小さい。11年間で創出した雇
用数は2.1万人に上るが、財政資金投資
額を新規雇用1人当たりに換算した額は
1000万ルーブルであり、この投下額は労
働者の25年間分の平均賃金に相当する

（Фаляхов, 2017a）。
第6に、地方自治体レベルで適切な監

査制度が制定されていない。管理会社へ
の支出が過大であり、目的外利用などの
違反が見られる。現地のメディアでも、入
居企業がゼロであるにもかかわらず、OEZ
管理会社の職員はボーナスを受け取って
いたことが報道され（Милюкова, 2016; 
Милюкова et al., 2016）、ロシア国内では
OEZ が「特別費用区」、「先行費用区」、

「絶望区域」、「ブラックホール」と呼ばれ
るようになった14。しかし、会計検査院によ
る問題の指摘にもかかわらず、連邦政府
は同年に OEZ 管理会社の資本金へ追
加的に520億ルーブルの財政資金を注入
した（Гринкевич, 2019）。

2016年度の会計監査院の調査結果に
基づき、2016年までの間に設立された36
カ所の OEZ の内、2016年9月に9カ所が
廃止された（「ソヴィエツカヤ・ガヴァニ」と

「ルースキー島」など）。また、2010年10月
に観光・レクリエーション特区「ノーヴァヤ・
アナパ」が、2012年12月に観光特区「クル
シスカヤ・コサ」が設置期限前に廃止され
ている（内、設置後3年間に投資案件がゼ
ロの OEZも存在する）。この状況は、90
年代のエリツィン政権下の状況（2.1節）に
似ている。すなわち、制度の改善を図るの

ではなく、OEZ の設立と廃止が繰り返され
ているのである。

（２）評価基準上の問題
会計検査院だけではなく、ロシア研究者

の多くもまた、連邦政府によるOEZ 評価
は、その評価基準が十分ではなく、参考に
ならないと批判し、制度の有効性を十分に
把握するための評価基準や評価方法に
ついて議論を続けている。経済発展省が
使用するOEZ評価指標は2012年に導入
され、その翌年の改正を含め、何度も改
正されてきた15。ただし、そこで根強く維持
されている計画目標と実現値の比較という
評価方法は、厳しい批判を浴びている。

研究者らは、ロシアにおいては、①地方
政府が設定した目標はその行政府の熱
意次第であり、客観的な指標にならないこ
と、② OEZ による地域経済社会への影
響、存続年数、OEZ の種類別の特徴を把
握する基準も追加的に導入すべきである
こと、など指摘している16。また、クズネツォ
ヴァ（2016）は、地域の経済規模や地域
別・産業別での経済特区の効率性の決定
要因がコントロールされていないため、有
効性が過少（過剰）評価される傾向にあ
ると強く批判している。ただし、OEZ は地
域の発展に及ぼす効果はわずかであり、
OEZ 種類別では工業生産特区と技術導
入特区の目標の達成率が高いという点で
は、意見が一致している17。

（３）成功事例の決定要因
一方、ロシア連邦クラスター・テクノパー

ク協会は4年前から29の評価基準に基づ
くOEZランキングを作成している。その評
価によると、成功した OEZ の事例も存在
する（ビジネス・ナビゲーター、2019）。ちな
みに、2019年になって初めて工業生産特
区と技術導入特区について、それぞれに
個別の評価基準が導入された。2019年で
は、アラブガ特区とリペツク特区がランキン
グの上位を占め、技術導入特区のドゥブナ
特区とサンクトペテルブルク特区もそれに次

ぐ順位であった。特にアラブガ特区は、全
工業生産特区の売上高の80%を占める
数少ない成功例である。

また、フィナンシャルタイムズ社の Foreign 

Direct Investment Intelligence誌のGlobal 

Free Zones of the Year 201818の世界ラン
キングにおいても、ロシアの6つの OEZ が
ランクインした。そこでは、リペツク特区が
ロシアのトップに位置している。リペツク特
区は入居企業62社の内30社が外資企
業であり、製造インフラも完備され、行政
府の熱意と経験値が高いことで有名である

（Коммерсантъ, 2018a, 2018b）。
ただし、上記の特区はOEZ制度を活用

しているから成功例であるのか、または別
の理由で成功しているのか、疑問が残る。
高橋（2007）が指摘するように、リペツク特
区とアラブガ特区は、ロシアでも比較的進
んだ工業地域の中にあり、カルーガ特区も
政府から特区認定を受けなくても、自助努
力で良好な投資環境を整備し、外資誘致
に成功している。アラブガ、リペツク、カルー
ガの特区はそもそも有利な地位を有し、投
資誘致条件も揃っている地域で設立され
た一方、「モグリノ」や廃止された「ウラジ
オストク」は後進地域の諸問題の解決を目
的として設立された特区であった。このよう
に経済特区の設立時の前提条件が異な
るため、同じ基準で評価した場合、業績の
差も当然大きくなる。

さらに、会計監査院は、2013～2016年
の入居企業の輸出入を分析し、OEZ は
輸出促進の原動力になっていないと結論
づけた。入居企業の製品は主にユーラ
シア経済連合圏向けであり、総生産高に
占めるユーラシア経済連合圏以外への輸
出の割合は8% 以下であった（会計監査
院、2018b）。会計監査院のクドリン長官
は、2019年3月に、OEZ が輸出促進の
政策ツールであるという連邦政府の見方
を批判し、入居企業の経済活動が輸出
促進に繋がるような新しい政策ツールを考

14 Коммерсантъ（2016）、Фаляхов（2017）、Филипенок（2018）、Фаляхов（2020）など。
15 2012年8月15日付第833号政府決定、2013年10月6日付第491号政府決定、2016年7月7日付第643号政府決定。
16 Павлов（2013）、Камдин（2013）、Ниязбекова（2019）、Коновалова ＆ Савельева（2018）、Konovalova（2018）、Меньщикова ＆ Передкова（2013）、Кузнецова

（2016）、Платова et al.（2017）など。
17 服部（2011）、Громова ＆ Кускова（2013）、Комраков（2016）。
18 ロシア経済発展省の HP（2019年10月24日）：
　https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony.
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える必要性を強調した（ロシア連邦政府、
2019）。すなわち、以前と同じく制度の改
善ではなく、まったく新しい政策ツールの構
築を提案している。

いずれにしても、多くの OEZ では、上記
のような制度設計上の諸問題があるため、
インフラ整備の遅れが、民間投資家離れ
に繋がり、その結果、特区の収支が悪化
して、インフラ整備がさらに遅れるという悪
循環が生じている。

５．経済特区制度の改善に向けて

５.１　地域発展政策の現状
2010年代においても1990年代に似た

特区の新設と廃止が繰返される理由は何
か。前節で述べた背景の他に、実はもう一
つの大きな要因が存在すると考えられる。
それは、ロシアにおいて、市場移行後の30
年間にわたって、空間的発展戦略や長期
的地域開発政策の計画が存在しなかった
ことである。

アガプツォフ会計監査委員は、地域開
発政策ツールの作成・管理に関する統一
的なメカニズムを規定する戦略立案コンセ
プトが存在しない結果、公的資金が非効
率かつ非合理的に利用されていると指摘
している。クズネツォヴァ（2018）は、プーチ
ン大統領の1期目から連邦政府の地域発
展政策を分析し、国家政策の主要な法令
やプログラムにおいて地域経済発展の必
要性が強調されているにもかかわらず、地
域発展政策に関する項目が存在せず、地
域発展政策は連邦政府の政策上の優先
課題ではないと結論付けている。

確かに、ここまでの議論で見てきたよう
に、ロシアには多くの地域開発政策ツール
が存在し、その中には地域経済社会の発
展を目指す政策ツールもあるが、今まで地
域発展政策において体系的なアプローチ
が取られていなかったことは事実として指
摘できるだろう。

ロシアの地域発展政策に関して長年続
いている議論は次のものである。連邦政府

は、①先進地域を優先し、国全体の経済
成長の原動力にするという「局地的発展
政策」（偏向発展モデル）と、②後進地
域を支援し、地域間格差を解消すべきとい
う「平準化政策」（均衡化モデル）のどち
らの政策を採用すべきか。ロシアの地域
発展政策を規定する長期発展戦略が承
認されていなかったために、連邦レベルで
の財政資金の効率的な使用と、地方レベ
ルでの合理的な政策ツールの採用に関す
る意思決定も困難だったであろう（クズネ
ツォフ・クズネツォワ、2008 ； 中馬、2019）。
2005年特区法は、基本的に前者に則って
いる。

５.２　空間的発展戦略の問題点
2019年2月13日付第207号ロシア連邦

政府決定により、長年待たれていた「2025
年までのロシア連邦空間的発展戦略（以
下、発展戦略と略す）」がようやく制定さ
れ、またその実施計画も2019年12月27日
付第3227号ロシア連邦政府決定により承
認された19。その内容は以下の通りであ
る。

この戦略は、ロシアの持続的かつバラン
スの取れた空間的発展を保障し、その発
展によって国民生活の水準と質における
地域間格差を縮小し、経済成長および技
術発展を加速化させ、国家安全保障など
を達成することを目的としている。戦略的
課題は以下の通りである。

（1） 連邦レベルにおけるインフラ整備上の
制約の解消、輸送・エネルギー・情報
通信などの主要なインフラへのアクセ
ス可能性および質の向上

（2） 連邦構成主体の社会経済発展にお
ける地域間および地域内の社会経済
格差の縮小

（3） 地域間協力の強化と「マクロ地域」20

内における連邦構成主体の社会経
済発展のコーディネーションの強化

（4） 経済特化が有望な部門における生産
発展のための条件の整備による連邦
構成主体の競争力の向上

（5） 都市と農村地域の社会経済発展を通
じた住民の定住化システムの安定性
強化

（6） 地域における各社会分野サービスの
アクセシビリティ向上

（7） 大都市や成長が有望な都市圏にお
ける成長拠点の社会経済発展を通じ
た、連邦全体における経済成長、科
学技術、イノベーションなどの発展の
加速および普及の保障

（8）鉱物資源センターの設立および発展
（9） 環境保全、生物多様性・文化的な名

所の保全と回復、気候変動に伴う悪
影響の削減

（10 ）地政学的戦略地域（極東、北コーカ
サス、クリミア半島、カリーニングラード
州、北極圏）の社会経済発展を通じた
ロシア連邦の国家安全保障

紙幅の関係上、戦略の詳細には踏み
込まないが、このリストから明らかなように、

（2）地域間格差の縮小と（7）成長拠点
の社会経済発展の両方が戦略的課題に
設定されている。この戦略文書には「連邦
構成主体の地域経済社会の成長拠点を
支援することで、地域発展の不均衡を解
消する」とあるが、地域発展政策の実施
現場では、「偏向発展モデル」対「均衡化
モデル」に関する論争が続いている。

実際、この戦略はその承認以降、多くの
批判を浴びている。次のような問題が指摘
されている。第1に、戦略の内容は、国レ
ベルの優先的方針ではなく、地域の経済
社会が抱えている従来の問題を羅列した
に過ぎない。第2に、財政支出の効率性に
関する項目がないため、ドナー地域と非ド
ナー地域の対立が一層拡大する。第3に、
データに基づいた現状の分析が一切明記
されていない。第4に、空間的発展計画に
ついては「慣性的な計画」（成長拠点が
立地する地域の域内総生産の年平均増
加率が2.6%となる場合）と目標計画（同じ
く、3.7%となる場合）が掲載されているが、
「慣性的な計画」の概念は「戦略的な計
画」の反対語であるため意味不明である、

19 これ以前には、ロシアにおける地域開発の重要性は次の法令の中で強調されていた： 1996年6月3日付第803号大統領令「ロシア連邦における地域政策の基本的条
件について」、2008年11月17日付第1662号連邦政府決定「2020までのロシア連邦長期社会経済発展コンセプト」、2012年5月7日付「5月の大統領令」、2014年6月28
日付第172号連邦法「ロシア連邦の戦略立案について」、2017年1月16日付第13号大統領令「2025までのロシア連邦の地域発展国家政策の基盤承認について」、2018
年5月7日付第204号ロシア連邦大統領令により承認された「2024年までのロシア連邦の発展目標および戦略的課題」。
20 「マクロ地域」（地域の密集地帯）の詳細については、『ロシア NIS 調査月報』2019年4月号「特集ロシア・NIS 圏で存在感を増す中国」を参照されたい。
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ロシアにおける地域発展政策の有効性 ―経済特区制度を中心に―

などである（Кузнецова, 2019; Проценко, 

2019; Трушин, 2019）。
ロシアの産業政策の優先分野が広がり

続け、リソースが広く薄く配分される傾向が
強まり、リソースのバラマキが続く結果、当
初の政策目標が実現できないという産業
政策に関する伏田（2017）の指摘は、今
回の地域発展政策にも当てはまるであろ
う。

事実、この戦略の準備作業に参加した
モスクワ大学地理学部のズバレビッチ教
授は、戦略の当初案の中で挙げられた支
援政策の対象となる成長拠点数は20カ所
であったが、地方政府のロビー活動の結
果、最終的な戦略に含まれる成長拠点数
が40カ所にまで膨れ上がった、と指摘して
いる（Зубаревич, 2019）。一方で、この
数年の間、財政資金の不足問題が続き、
2018年1月時点で全 OEZ のインフラ新
設に必要な資金（見積もり）として4919億
ルーブルの内、国家予算から支出される
2540億ルーブル以外の残りの1978億ルー
ブルについては、財源の調達の可能性が
不明であった。前年度に比べ、2018年度
のインフラ整備の不足資金は2.6倍拡大し
ていた（会計監査院、2019）。

５.３　OEZ 制度の改善に向けて
ロシアの地域発展政策および地域開発

政策ツールとしてのOEZ 制度には未解決
の問題も多いが、制度の改善の努力も行
われている。

第1に、2012年4月26日付第398号政府
決定と2017年5月10日付第552号政府決
定により、OEZ 設立に追加的な評価基準
が導入された。具体的には、OEZ の収益
性、採算、黒字化までの期間、土地利用

計画、発展計画、環境への外部経済性、
管理運営上の経験に関する基準が OEZ
の設立条件に加えられた。

第2に、2018年4月5日付第159号経済
発展省令により、潜在的入居企業の事業
計画の審査方法が改善され、新たな評価
基準として現地調達率が追加された。

第3に、2018年12月31日付経済発展省
のプレスリリース21では、経済特区制度のさ
らなる改善に関する情報が公開された。大
きな改善点は以下3点である。① OEZ の
現状と成果を評価するために追加的指標
が導入された：特区の合理性、管理会社
の活動に関する指標（雇用状況、収益、イ
ンフラ投資額など）、入居企業による統一
社会税の納付額など。②観光・レクリエー
ション特区の特徴の把握のための指標が
導入された。③経済発展省と税務庁・関
税庁との情報交換制度が新たに整備され
ることになった。これらのことが、OEZ の現
状把握と効率的な評価に繋がると期待さ
れる。

ただし、最近になって経済特区の活動
にかかわる汚職事件が再びニュースの話
題として取り上げられたことからも示唆され
る通り22、特区制度だけではなく特区内外
の事業環境に関して、全般的に改善すべ
き問題点がいまだに多く残っている。また、
既存の法的枠組みや制度の効率性を改
善させるとしても、それに伴って法規制の
体系が複雑になり、投資家が各種行政手
続きおよび法律の解釈に一層困る状況が
生じる可能性も否定できない23。

６．結論

本研究では、ロシアの経済特区制度お

よび地域発展政策の有効性について考
察した。具体的には、ロシアで活用されて
いる主な地域開発政策ツールについて調
査し、各制度の相違点や現状を比較分析
した。特に、特別経済区（OEZ）制度設
計やその活用に関する問題、評価方法の
検討を通じて、ロシアの地域発展政策の
有効性について議論した。

その結果、ロシアにおいて多くの地域
開発政策ツールが併存するものの、地域
の経済社会発展におけるそれぞれの政
策ツールの位置づけが必ずしも明白では
ないことが確認された。また、極東特区

（TOR、SPV）とは対照的に、OEZ 制度
は外資誘致型の政策ツールとしての有効
性が小さいこと、多数の制度上の問題によ
り経済特区としての実績と効率性は高くな
いことが明らかになった。さらに、特区制度
の改善も図られてはいるが、エリツィン政権
時代と同様に、プーチン政権は、問題解
決策として経済特区の新設と廃止を繰り
返し、制度活用に関して多くの批判を浴び
てきた。その原因として、ロシア連邦の長
期的な空間的発展戦略が存在しなかった
ことが指摘できる。

最後に、本稿の政策的含意として、従
来の経済特区制度に関する諸問題は、市
場的な制度体制（中央・地方間の監督責
任、経済主体のインセンティブ、中央・地
方間の予算関係など）の不備に起因する
ものであると考えられるため、これらの諸
問題を整理・解決しない限り、連邦構成
主体レベルで新型の地域開発政策ツール

（TOR、SPV）を活用する際にも同様の
問題が発生する可能性があるということを
指摘しておきたい。

21 公開型株式会社「経済特区」の HP（2018年12月31日付プレスリリース）。
22 Gazeta.ru（2020年2月17日付新聞記事）によると、エカテリンブルグに立地する工業産業特区「チタン・バレー」の管理会社の社長アルテミー・キズラソフ氏が大規模な汚
職事件へのかかわりの疑いで逮捕された : https://m.gazeta.ru/social/news/2020/02/17/n_14049313.shtml.
23 新井・志田（2019）によると、5年前に導入された極東開発の政策ツールを規定するTOR 法とSPV 法が既に9回ずつ改訂を経た。
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